
能登半島絶景海道の創造的復興に向けた検討会 規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、「能登半島絶景海道の創造的復興に向けた検討会」（以下、「検討会」とい

う。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 検討会は、能登の里山里海や観光地が点在する能登半島沿岸部を通る国道２４９

号や県道などの能登半島絶景海道について、周遊観光の促進・「道の駅」の集客強

化、サイクルツーリズムの活性化及び魅力ある風景街道の創出など、各施策を具体

化し、創造的復興を目指すことを目的とする。 

 

（検討事項） 

第３条 検討会は、次の事項について検討を行う。 

・能登半島絶景海道の創造的復興に向けた周遊観光の促進に関する検討 

・「道の駅」の集客強化に関する検討 

・サイクルツーリズム活性化に関する検討 

・魅力ある風景街道の創出に関する検討 

・その他必要な事項 

 

（構成） 

第４条 検討会の委員は、別紙の委員で構成する。 

２．委員の追加・変更は、検討会の承認を得るものとする。 

 

（アドバイザー・オブザーバー） 

第５条 検討会にアドバイザー及びオブザーバーを置くことができる。 

 ２．アドバイザーは、専門分野における助言等を行う。 

 ３．オブザーバーは、検討会に出席して意見を述べることができる。 

 ４．アドバイザー・オブザーバーの追加・変更は、委員長がこれを決定する。 

 

資料－２ 



（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、検討会での検討が完了するまでとする。 

 

（委員長） 

第７条 委員長は委員の互選により決定する。 

２．検討会の委員長は、検討会の会務を総括する。 

３．委員長が職務を遂行できない場合は、委員長が指名する委員が、その職務を代理す

る。 

 

（検討会の運営） 

第８条 検討会は、委員長の発議に基づいて開催する。 

２．検討会は、運営にあたり必要な資料等を事務局に求めることができる。 

 

（守秘義務） 

第９条 委員は、個人情報など公開することが望ましくない情報を漏らしてはならない。

また、その職務を退いた後も同様とする。 

 

（検討会の公開について） 

第１０条 検討会は公開とする。なお、検討会開催後に資料及び議事概要を国土交通省北

陸地方整備局能登復興事務所ホームページにて公開する。 

 

（事務局） 

第１１条 事務局は、石川県土木部道路建設課、石川県土木部道路整備課、石川県奥能登

土木総合事務所、石川県中能登土木総合事務所、国土交通省北陸地方整備局能

登復興事務所及び国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所に置くものと

する。 

 

 

 

 



（その他） 

第１２条 この規約に定めるものの他、必要な事項はその都度協議して定めるものとす

る。また、本規約の改正等は、出席委員の過半数の賛同をもって行うことがで

きるものとする。 

 

（付則） 

１．本規約は、令和７年２月３日から施行する。  
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